
第８回笠間市・友部町・岩間町合併協議会次第 

 

                     日 時 平成１７年９月２８日（水） 

                          午後１時３０分から 

                     場 所 笠間市民体育館会議室 

             （笠間市石井２０６８－１） 

                         

 

１ 開 会 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 議 事 

 

（１）報告事項 

報告第２３号 事務事業の調整について（議会業務） 

   報告第２４号 町，字名の取扱いについて 

報告第２５号 第１回特別職報酬等審議小委員会の審議経過について 

報告第２６号 市章の公募結果について 

報告第２７号 笠間市市章候補選定小委員会の審議結果について 

 

（２）協議事項 

   協議第２８号 新市の市章選定について 

 

 

４．その他 

（１）新市の組織・機構の調整状況について 

（２）友部町役場増築工事の入札結果及び契約について 

 

 

５ 閉 会 
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報告第２３号 
 
 

事務事業の調整について 
 
議会業務の調整について別紙のとおり報告する。 

 
 
 
 
平成１７年９月２８日 

 
笠間市・友部町・岩間町合併協議会 

会 長  磯  良 史 



報告書 
部会名 議会 分科会名 議会 業 務 議会 

 

項目番号 項目名 調整方針 

１ 任期及び議員数等 【６ 議会の議員の定数及び任期の取扱い】 

２ 報酬 【１１ 特別職の職員の身分の取扱い】 

３ 申し合わせ事項 ３市町の制度を再編し，合併時までに調整する。 

４ 会議録の調整 

本会議の会議録については，合併時に笠間市の制度

に統一する。委員会の会議録については，合併時に

岩間町の制度に統一する。 

５ 委員会種別と委員数 
友部町の制度を基本に再編し，合併時に新たに創設

する。 

６ 情報公開 （総務分科会で協議） 

７ 議会の広報 ３市町の制度を再編し，合併時に統一する。 

８ 議員共済 合併時に笠間市の制度に統一する。 

９ 議員台帳 合併時に友部町の制度に統一する。 

１０ 費用弁償等 

・旅費については，一般職の例によるため，人事分

科会の調整方針によるものとする。 

・常任委員会等の行政視察に関する旅費及び会議へ

の出席に対する費用弁償は，笠間市の制度を基本に

再編し，合併時に新たに創設する。 

１１ 各種負担金，補助金等 

【１６ 公共的団体等の取扱い】 

委員会活動に関する補助金・交付金については，

笠間市の制度を基本に再編し，合併時に新たに創設

する。 

１２ 議会公印の管理 
管理方法については，現行のとおりとし，公印は必

要に応じて新たに作成する。 

１３ 政務調査費 合併翌年度に笠間市の制度に統一する。 

１４ 政治倫理条例 

新市において，在任特例期間中に特別委員会を設置

し，在任特例期間終了後の条例・規則の制定に向け

調査，研究をする。 



報告第２４号 
 
 

町，字名の取扱いについて 
 

町，字名の取扱いについて下記のとおり報告する。 
 
 

平成１７年９月２８日 
 

笠間市・友部町・岩間町合併協議会 
会 長  磯  良 史 

 
 

記 
 
 友部町駅前の名称の変更について 
 
（１）調整方針（第２回合併協議会において確認） 
  ３市町の区域内の町・字名の区域及び名称は，原則として現行のとおりとする。 
  友部町，岩間町については，「大字」の文字表記を除くものとする。 
 
（２）変更後の名称について 
  現行の「駅前」を「友部駅前」に変更する方向で調整する。 

 



報告第２５号 
 
 

第１回特別職報酬等審議小委員会の審議経過について 
 

第１回特別職報酬等審議小委員会の審議経過について，別紙のとおり報告する。 
 
 

平成１７年９月２８日 
  

笠間市・友部町・岩間町合併協議会 

会 長  磯  良 史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平 成１７年 ９月５日 

笠間市・友部町・岩間町合併協議会 

会 長  磯  良 史  様 

 
                      特別職報酬等審議小委員会 

委員長  上 野  眞 
 
 

第１回特別職報酬等審議小委員会の審議経過について 
 
９月５日に開催した第１回小委員会の審議経過について，下記のとおり報告致します。 

 
記 
 

１ 開催日時   平成１７年９月５日（月） 午前１０時３０分から午前１２時 
２ 開催場所   笠間市中央公民館 第１会議室 
３ 出席委員   １１名（渡辺浩一，佐藤英男，小里敏郎，上野登，桑野正巳，瀬畑

洋子，小磯章一，藤枝一弘，上野眞，鈴木征夫，田山哲夫 各委員） 
４ 協議事項   （１）委員長及び副委員長の選出について 

（２）小委員会の運営内容及びスケジュールについて 
         （３）特別職の報酬等の現況及び他団体の状況について 
５ 協議結果 
（１）委員長及び副委員長の選出について 

役 職 名 氏     名 市 町 名 

委 員 長 上  野   眞 岩 間 町 

副 委 員 長 瀬 畑 洋 子 友 部 町 

 
（２）現況及び他団体の状況等について 
      ・小委員会の設置根拠，調査審議事項等についての説明。 

・３市町の報酬等についての現況，県内他市・類似団体の状況及び合併先進地事例

の説明，意見交換の実施。 



報告第２６号 

 

 

市章の公募結果について 

 

市章の公募結果について，別紙のとおり報告する。 

 

 

   平成１７年９月２８日 

    

笠間市・友部町・岩間町合併協議会 

会 長  磯  良 史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公募期間(平成１７年７月１日～８月１０日) 

①応募者数等 

 

有効応募作品数    ９６６点  

有効応募者数     ４７９名 

 

 

 

 

応募作品数 

項  目 応募作品数 

有 効 数 ９６６ 

無 効 数 ― 

合  計 ９６６ 

 

 

 

 

応募者数 

項  目 応募者数 

有 効 数 ４７９ 

無 効 数 ― 

合  計 ４７９ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



応募方法
項　　　目 応募作品数
郵　　　送 776
持　　　参 190
合　　　計 966

※数字は応募作品数に対する割合

②応募者の内訳
性別

項　　　目 応募作品数 応募者数
男　　　性 753 326
女　　　性 211 152
小　　　計 964 478
企　　　業 2 1
合　　　計 966 479

※数字は応募者数に対する割合

年齢別
項　　　目 応募作品数 応募者数

１０歳未満 9 3
１０歳～１９歳 133 99
２０歳～２９歳 122 55
３０歳～３９歳 136 69
４０歳～４９歳 162 89
５０歳～５９歳 263 98
６０歳～６９歳 85 44
７０歳～７９歳 37 17
８０歳～８９歳 1 1

９０歳以上 15 1
不　　　明 3 3
合　　　計 966 479

※数字は応募者数に対する割合

年　齢　別

１０歳
未満 1%

不明 1%

９０歳
以上 0%８０歳～

８９歳 0%７０歳～
７９歳 4%

６０歳～
６９歳 9%

５０歳～
５９歳 20%

４０歳～
４９歳 19%

３０歳～
３９歳 14%

１０歳～
１９歳 21%

２０歳～
２９歳 11%

応募方法

持参
20%

郵送
80%

性　　　別

女性
32%

男性
68%



職業別
応募作品数 応募者数

デザイナー 207 85
自　営　業 171 67
会　社　員 111 90
学　　　生 152 118
主　　　婦 56 35
無　　　職 111 43
公　務　員 143 33
そ　の　他 15 8
合　　　計 966 479

※数字は応募者数に対する割合
住所別

都道府県名 応募作品数 応募者数
北　海　道 9 4
青　森　県 11 6
岩　手　県 19 4
宮　城　県 5 4
山　形　県 2 1
福　島　県 7 3
茨　城　県 492 279
栃　木　県 4 2
群　馬　県 2 2
埼　玉　県 3 1
千　葉　県 24 18
東　京　都 99 35
神奈川県 32 14
山　梨　県 1 1
岐　阜　県 4 3
静　岡　県 4 3
愛　知　県 22 10
三　重　県 4 2
新　潟　県 8 3
富　山　県 5 2
石　川　県 4 2
福　井　県 6 2
長　野　県 14 3
滋　賀　県 4 2
京　都　府 19 8
大　阪　府 27 17
兵　庫　県 19 8
奈　良　県 6 5
和歌山県 6 3
岡　山　県 1 1
広　島　県 8 5
山　口　県 5 3
徳　島　県 3 1
長　崎　県 4 3
熊　本　県 11 3
大　分　県 3 1
宮　崎　県 11 2
福　岡　県 53 8
鹿児島県 5 5

合　　　計 966 479

職　業　別

その他 2%
公務員 7%

無職 9%

主婦 7%

学生 24% 会社員
 19%

自営業
 14%

デザイ
ナー 18%



県内外別
項　　　目 応募作品数 応募者数
３　市　町 359 177
県　　　内 133 102
県　　　外 474 200
合　　　計 966 479

※数字は応募者数に対する割合

３市町別
項　　　目 応募作品数 応募者数
笠　間　市 120 84
友　部　町 175 76
岩　間　町 64 17
合　　　計 359 177

※数字は応募者数に対する割合

３市町別
岩間町

10%

友部町
43%

笠間市
47%

県内外別

県外
42%

県内
21%

３市町
37%



報告第２７号 

 

 

笠間市市章候補選定小委員会の審議結果について 

 

笠間市市章候補選定小委員会の審議結果について，別紙のとおり報告する。 

 

 

   平成１７年９月２８日 

    

笠間市・友部町・岩間町合併協議会 

会 長  磯  良 史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平 成１７年 ９月５日 

笠間市・友部町・岩間町合併協議会 

会 長  磯  良 史  様 

笠間市市章候補選定小委員会 

                           委員長 小 薗 江 一 三 

 

笠間市市章候補選定小委員会の審議結果について 

 

９月５日に開催した小委員会において，合併協議会へ提案する候補作品１０点を決定した

ことを，下記のとおり報告致します。          

記 

１ 開催日時  平成１７年９月５日（月） 午後１時３０分から午後２時４０分 

２ 開催場所  笠間市中央公民館 第１会議室 

３ 出席委員  ６名（畑岡進，塙東男，小薗江一三，根本栄一，藤枝一弘，岡野清右エ門

各委員） 

４ 協議事項  （１）委員長及び副委員長の選出について 

        （２）市章の公募結果について 

（３）市章候補選定について 

５ 協議結果  

（１）委員長及び副委員長の選出について 

役 職 名 氏     名 市 町 名 

委 員 長 小薗江 一三 友 部 町 

副 委 員 長 畑 岡   進 笠 間 市 

（２）市章の公募結果について 

   事務局より公募結果について説明。 

（３）市章候補選択理由について 

 

選 択 理 由 

 

応募作品総数９６６点のうち，第一次選定を通過した７２作品に

ついて慎重に審査した結果，新市のイメージを表現し，かつデザイ

ン性に優れたものであるので，別添１０作品を全員一致で選択した

ものである。 

 



協議第２８号 

 

 

新市の市章選定について 

 

  新市の市章選定について，別紙（案）のとおり行うことについて，承認を求める。 

 

   平成１７年９月２８日提案 

    

笠間市・友部町・岩間町合併協議会 

会 長  磯  良 史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新市の市章選定について（案） 

 

【第３次選定】合併協議会における選定 

小委員会で選定された１０点の中から，協議会委員の協議により最優秀賞（採用作品）

１点，優秀賞４点を選定する。協議による選定が困難な場合は，協議会委員全員による投

票（各委員１作品）を行い，議長を含めた出席委員の過半数の得票数をもって最優秀賞（採

用作品）とする。過半数に達しなかった場合には，上位２作品で再投票を行い，過半数を

獲得した作品を採用する。なお，類似調査の結果，市章にそぐわない作品がある場合を想

定し，上位５作品までについて順位付けを行う。 

 

 

 

（選定後の作業） 

【市章類似調査】 

決定された作品〔最優秀賞（採用作品）１点〕が他自治体の市章等との類似性有無の調

査を行う。 

 

 

 

【正式決定】 

最優秀賞（採用作品）１点，及び優秀賞４点の正式決定。入賞発表。賞金授与。 
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